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◎新潟県告示第27号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第９条第１項の規定による一般廃棄物処理施設の

変更の許可について申請があったので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

平成28年１月８日 

新潟県長岡地域振興局長  

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 新潟県新潟市西区曽和1182番地 

 公益財団法人新潟県環境保全事業団 

 代表理事 坂本 洋司 

２ 一般廃棄物処理施設の設置の場所 

 新潟県三島郡出雲崎町大字稲川字池ノ尻地内 

３ 一般廃棄物処理施設の種類 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第５条第２項に規定する一般廃棄物最終

処分場 

４ 一般廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類 

 焼却残さ、粗大不燃ごみ処理残さ 

５ 申請年月日 

 平成27年12月21日 

６ 縦覧場所 

 新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課 

７ 縦覧期間 

 告示の日から１月間 

８ その他 

 この一般廃棄物処理施設の設置に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週 

間を経過する日までに、生活環境の保全上の見地から意見書を提出できる。 

 意見書の提出先 郵便番号940－8567 

         長岡市沖田２丁目173番地２ 

         新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部 

         環境センター環境課 


